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特集特集

「現場主義」「人間の安全保障」「効果・効率性、迅速性」――。

2003年10月に独立行政法人化して以来、

国際協力機構（JICA）では

この3つの柱をテーマに掲げ、

事業と組織のあり方について改革を推し進めてきました。

2004年度は改革プラン第一弾として、

海外の現場に多くの人員をシフトさせるなど、

海外における現場強化に努めました。

改革2年目にあたる2005年度は、改革プラン第二弾として、

国内の実施体制の強化をはかります。

この特集では、進展した改革の姿を追いながら、

改革プラン第二弾の詳細について報告します。

JICA改革第二弾�JICA改革第二弾�～進化する国際協力の形～�

1　「現場主義」の実践�1　「現場主義」の実践�

2　「人間の安全保障」の進展�2　「人間の安全保障」の進展�

3　現場主義推進のための�
 「国内事業改革」�
3　現場主義推進のための�
 「国内事業改革」�

撮影：吉田勝美
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緊急援助 ……………………
史上最大規模の援助隊を緊急派遣

2004年12月26日に発生したスマト

ラ沖大地震・インド洋津波災害では、

17万人を超す人々が亡くなりました

（2005年３月30日現在）。この災害に

対して、日本から派遣された国際緊急

援助隊（JDR）は、国際緊急援助隊史

上、最大規模のものとなりました。

被災者の状況は災害の種類によっ

て異なります。今回は、津波による直

接的な外傷のほか、衛生状態の悪化

からくる内科疾患も深刻と考えられま

した。さらに津波被害が広範囲にわ

たったため、各地で医療機関が麻痺

していると予想され、特に医療チーム

の早期派遣が必要との判断がなされま

した。

日本政府から派遣された国際緊急

援助隊チームは、自衛隊部隊を除い

ても４カ国に対して13チーム、総勢

248人を数えました。また、そのうち医

療チームが診察した患者数は6700人

にのぼりました。出発日は、スリラン

カ医療チームが12月27日、タイ救助

チームとモルディブ医療チームが12月

29日、タイ・インドネシア医療チームが

ともに12月30日で、災害発生日翌日

から４日以内に各チーム第１陣のほと

んどが出発したことになります。なかで

も、スリランカ医療チームは、津波が

スリランカに到達してから23時間後に

は成田空港を出発し、他国のチーム

に先駆けて最も早くコロンボ空港に到

着した海外からの救援者となりました。

また、災害派生後２、３日は、チーム

派遣と並行してインドネシア、スリラン

カ、モルディブ、タイに対して、JICAの

シンガポール倉庫から被災地に向けて

テント、毛布などの緊急援助物資が順

次空輸されました。到着地の空港では

日本大使館員、JICA事務所員らが待

ち受け、これらの物資が滞ることなく、

迅速に被災地に配布されるよう力を尽

くしました。

現地ニーズに応えたJICA事務所

今回の緊急援助の特徴は、こうした

チーム派遣の素早さだけではありませ

ん。現地ニーズを最もよく知るインド

ネシア、スリランカ、タイ、モルディブ

の各JICA事務所の活躍がひときわ目

を引きました。スリランカ事務所では

チームを迎えるため、その活動サイトを

選定するための情報を事務所を挙げ

て収集しました。タイでは被災地の

プーケットに臨時事務所を開設し、救

助チーム、ヘリコプターチーム、医療

チーム、鑑識専門家チーム、捜索専門

家チームなど、多くのチームへの支援

を総合的に実施しました。また、イン

ドネシアでは、被災地で治安への十

分な対応＊1が要求されたこともあり、

JICA事務所が全面的に支援し、各

チームに事務所員が張りついて万全

の態勢を敷きました。

活動現場に目を転じると、タイでは

現地をよく知る青年海外協力隊員が、

現地語で通訳をこなしながら各チーム

を支援しました。インドネシアでは、

JICAの帰国研修員＊2が、崩壊した町

のなかで限られた家屋と車両を確保

し、チームに提供しました。さらにア

チェ州に赴いた医療チームに対して

は、帰国研修員がアチェ語の通訳を

申し出ました。この帰国研修員は、自

らの親族が被災し、また言葉がわかる

だけに被災者の気持ちを直接受け止

めざるをえないなど、苦しい思いをしな

1「現場主義」の実践
現地ニーズにすばやく対応 ～スマトラ沖大地震・インド洋津波災害～

JDR派遣地�
＊復旧・復興支援は�
2005年４月末までに�
開始したもの�

ムリ島、�
ライマンドウ島、�
ディッカル島、�
マルバリ島� アンパーラ�

タクアパー�
ブーケット�

クラビ�

バンダ・アチェ�

日本�日本�

●インド洋津波早期警
戒体制構築に向け
たJICA地域別研修�
（日本での協力）�

タイ�タイ�

●サンゴ礁・沿岸環境、自然災害、
生活向上の３分野の専門家派遣�

●災害復興経験ワークショップ�
●サンゴ礁の修復手法の指導�

インドネシア�インドネシア�

●バンダ・アチェ市緊急復旧・復
興支援プロジェクト�

●北スマトラ西岸道路復旧支援
プロジェクト�

スリランカ�スリランカ�

●沿岸漁業管理研修�
●東部幹線道路復旧・復興
支援プロジェクト�

●南部津波災害地域復旧・
復興支援プロジェクト�

●北東部地域津波災害復
旧・復興支援プロジェクト�

●青年海外協力隊の短期
派遣�

●津波災害学校復旧計画�

モルディブ�モルディブ�

●地方島津波災害緊急復旧・
復興プロジェクト� 震源地�

瓦礫のなかで行方不明者を探す救助チーム（タイ）

図表a JDR派遣地と復旧・復興支援
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がら、懸命に診療を支えてくれました。

緊急援助隊の医療活動は緊急期と

される２週間で終わらず、被害の最も

激しかったインドネシア・アチェ州で

は、医療チーム３次隊に続いて自衛隊

医療部隊がさらに１カ月以上にわたり、

献身的な医療サービスを行いました。

さらに、今回の医療活動で特筆すべ

きは、被災後１カ月の時点で、次の段

階として心配される感染症の発生や心

的ストレスについて調査したことです。

この調査は、緊急援助隊が活動の一

環として行いました。調査結果はJICA

の復旧・復興支援に引き継がれ、被

災地でのプロジェクトや日本での研修

員の受入れなどにつながりました。

＊1 治安面での十分な対応：1998年ごろから、ア
チェ州の独立を求めるグループGAM（独立アチェ
運動）とインドネシア政府軍・警察の治安部隊と
の間で武力衝突が繰り返されている。

＊2 帰国研修員：日本国内で実施されたJICAの研修
受講経験者。

復旧・復興支援………………
2005年１月25日、国によっては、国

際緊急援助隊による救援活動が依然

として続いている状況でしたが、JICA

では、プロジェクト形成調査団をインド

ネシア、スリランカ、モルディブ、タイ

に派遣し、復旧・復興支援についての

ニーズ調査と、緊急に対応が必要なプ

ロジェクトの発掘を行いました。

インドネシア

最大の被災国であるインドネシアで

は、被災直後から医療チームと自衛隊

部隊からなる緊急援助隊が、医療・輸

送・防疫活動を行いました。しかし、危

機的な時期を脱してからも被災の爪跡

は深く残り、道路・橋梁、上下水道、

教育・医療、コミュニティ復興などの面

で支援を継続する必要がありました。

特に、アチェ州の州都バンダ・アチェ市

では、街の半分がほぼ消滅したといっ

ても過言ではない被害を受け、多数の

市職員が亡くなり、復旧・復興計画を

策定すること自体が困難な状況でした。

こうしたなかJICAでは、1月下旬の

プロジェクト形成調査の際に、インド

ネシア中央政府、ようやく機能し始め

たアチェ州、バンダ・アチェ市の各関

係者と復興支援案について協議し、

緊急開発調査＊３の実施を決定しまし

た。なお、復興計画策定といった調査

だけにとどまらず、コミュニティ（住民）

を直接支援する現地NGOとの連携支

援事業（漁業復帰支援やトラウマ対

策など）を実施したり、衛生状態の悪

化による感染症を防止するために、破

壊された「し尿処理場」を修復したりな

ど、調査と事業を連携させ、可能なこ

とはすぐに実行しています。今後は、

都市復旧計画に欠かせない土地台帳

の修復、PTSD（心的外傷後ストレス

障害）研修、インドネシアで実施中の

ほかのJICAプロジェクトによる被災地

支援を予定しています。

また、JICAインドネシア事務所と在

インドネシア日本大使館の協力で、ア

チェ・フィールドオフィス＊4を開設し、

現地ニーズを収集、調整しています。

スリランカ

スリランカでは、津波災害以前から

「平和の定着」に向けて地域間・民族

間のバランスのとれた開発＊5を重視し

ています。こうした観点から、津波災

害復興についても、LTTE（タミル・

イーラム解放の虎）の支配地域も含

め、すべての津波被災地域に対してノ

ン・プロジェクト無償資金協力＊6や、

国際協力銀行（JBIC）と連携した復

興・開発を進めています。具体的に

は、1月下旬に実施したプロジェクト形

成調査の結果をふまえ、緊急開発調

査により、津波被災地域の地域復旧・

復興計画の策定、住民自治体支援、

漁民自立支援、市街の復興支援など

を実施しています。加えて、被害を受

けた人々のストレス、緊張感、恐怖

感、疲労感を和らげるため、スリラン

カ青年海外協力隊経験者19人を短期

隊員として派遣しました。隊員たちは、

避難所を含む被災地をグループで巡

回し、レクリエーション活動、カウンセ

リングなどを行いました（P.48参照）。

このほか、被害を受けた初等・中等学

校のうち、14校の再建計画案作成など

に関する調査を行っています。

なお、スリランカ政府とLTTEとの

間で、津波復興事業に関する調整機

構の設置が合意され、未曾有の災害

が和平を促進する期待ももたれてい

ます。

モルディブ

首都のあるマーレ島では、過去に日

本の無償資金協力で建設された護岸

によって、津波の影響は最小限にとど

まりましたが、有人島のうち25%以上

の島で港湾、学校、医療施設などの

公共インフラが被害を受け、多くの漁

船が破壊されました。日本政府はノ

ン・プロジェクト無償資金協力で支援

を行っていますが、JICAは、緊急開発

調査により、短期復旧計画と中期復

興開発計画の実施を支援するほか、

「住民の雇用創出」「防災教育」「津波

被害記録」を目的としたコミュニティ参

加型のデモンストレーション・プロジェ

クトを実施しています。

タイ

タイ政府は、自助努力で津波災害

からの復旧・復興にあたる方針を表明

する一方、ドナーとの連携による津

波災害後の環境・生活復興の方策を
コミュニティ復興事業を行う現地NGOと連携して漁
船を製造（バンダ・アチェ）撮影：吉田勝美

隊員の企画した手工芸教室に参加し、笑顔の戻った
人 （々スリランカ）
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検討する委員会を設置しました。

JICAはこの委員会下のタスクフォース

に専門家を派遣し、協力計画の作成

に向けて、状況を把握し、情報を収集

しました。その後、チュラロンコン大

学との共催で、タイ政府機関、地方自

治体、NGO、ドナー、被災住民が、

阪神大震災をはじめとする日本の災害

復興経験（ボランティア活動、仮設住

宅の管理の経験など）を共有するワー

クショップを開催し、日本から兵庫

県・北海道職員、大学教員など４人の

専門家を派遣。また、津波で損傷した

サンゴ礁の修復に対する支援を実施

しました。

日本

今回の被災国を対象とした「津波早

期警戒システム地域別研修」を行い、

予警報に関する技術移転と各国ネット

ワークの構築を行い、地域間の連携

の礎をつくりました。

以上のとおり、JICAは各国で復

旧・復興支援を継続して実施していま

すが、今後、被災後の生活が長期化

するにつれて、仮設住宅での衛生管理

の悪化、心のケアの欠如、住民のスト

レス蓄積、ボランティア活動の撤退な

どに起因する問題の深刻化が予測さ

現場主義新体制の浸透
近年、JICAでは、現場の援助ニー

ズを的確に把握し、適切かつ迅速に

事業を実施するために、現場に軸足

を置いたさまざまな改革を推し進めて

います。その一環として、独立行政法

人化した直後から、事業運営に関する

権限を在外事務所（海外にあるJICA

の事務所）に大幅に委譲しました。そ

して、現地事務所が現場ニーズと援助

事業とのマッチングを徹底しながら主

体的に事業を進めるという、新しい事

業運営スタイルの確立に挑戦してきま

した。その方策の１つとして誕生した

のが、「在外主管」という運営スタイル

です。

「本部主管」から「在外主管」へ
従来、JICAでは、本部の事業担当

部署が案件（JICAの個々のプロジェク

ト）を実施する権限と責任をもち、在

外事務所は事業管理の一部を担うと

いう「本部主管」で事業を運営してきま

した。この従来型スタイルでは、本部

の事業担当者が自ら現地に赴いて調

査し、その後の事業方針や運営管理

についても、本部が基本的に指示を

出していました。そのため、現場に近

い在外事務所のメリットが十分に生か

されず、本部と在外事務所の業務に重

複が生じたり、現場ニーズの把握と分

析に多大な時間とコストを要し、意思

決定に長い時間がかかってしまったり

という傾向がありました。

そこで、2004年10月から８つの事務

所で「在外主管」スタイルを試行し、

2005年４月には56の在外事務所のう

ち30の事務所に拡大して、本格的に導

入しました。本格導入の初年度にあた

る2005年度は、対象となる30事務所

の技術協力プロジェクト全予算のうち、

約３割を占める事業案件が「在外主

管」で行われる予定です。2006年度以

インド洋津波早期警戒体制構築に向けたJICA地域別研修
～津波の脅威に対応。11カ国が参加した研修～

2004年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖で発生した巨大地震とそ
れにともなう津波は、インド洋沿岸12カ国に未曾有の被害をもたらしました。
被災した国々は、将来同じように発生するかもしれない災害に備えるべく、
津波早期警戒システムの整備に向け、すぐに取り組みを開始しました。
「インド洋津波早期警戒体制構築に向けたJICA地域別研修」は、まさにこう
した取り組みを後押しするものとして、インド洋沿岸11カ国の防災担当政府
幹部21人を集めて、2005年3月7～18日の2週間にわたって開催されまし
た。海外での大災害というと、国際緊急援助隊の派遣が真っ先に思い出され
ますが、こうした研修を即座に企画・実施することも、災害後の有効な手段と
して内外に知られることとなりました。
参加者が帰国して1週間後の3月29日、インドネシア・スマトラ島沖で再び大

きな地震が発生しました。各国とも津波警報をすぐに出すなど、12月26日の
経験をふまえて対応しました。
この地震の直後には、研修の
参加者間で電子メールによる
情報交換が活発に行われまし
た。もちろん、津波に対する早
期警戒体制の完成には、各国
ともまだまだやるべきことは
多くありますが、このような11
カ国と日本を結ぶネットワーク
が構築されたことは研修の大
きな成果といえます。

気象庁で津波警報システムについて説明を受ける研修参加
者たち

れます。今後はこうした問題の解決に

向け、災害に対する中・長期的な援助

に組織全体で取り組んでいきます。

＊3 緊急開発調査：大規模な自然災害や内戦により
被害を受けた国に対して、復興支援のため緊急
復興計画を策定するとともに、緊急復旧のための
リハビリ事業を実施する調査。

＊4 フィールドオフィス：平和構築や復興支援など特定
の目的のもと、期間を限定して現場に設置する援
助の拠点。

＊5 地域間、民族間のバランスのとれた開発：スリラ
ンカでは、国民の大多数を占めるシンハラ人によ
る政府と、少数民族であるタミル人による分離・
独立派組織LTTEの内戦による影響で、LTTE支
配地域である北東部地域の開発が遅れている。

＊6 ノン・プロジェクト無償資金協力：施設建設や災
害救援活動などの事業（プロジェクト）のためでな
く、物資を輸入するための外貨支援を行うことか
ら「ノン・プロジェクト」と呼ばれる。
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降もその割合は上昇し、「現場主義」が

浸透していくものと見込まれています。

「在外主管」では、案件のデザイン

から専門家・コンサルタントの配置や

機材などの調達、事業のモニタリング、

評価に至る事業プロセスすべてにわ

たって、在外事務所が大きな権限と責

任を有することになります。こうして、

以前にも増して現場ニーズに立脚し

た、適切かつ迅速な事業展開が可能

になるものと期待されています。

なお、この事業運営スタイルを実践

するためには、事務所員の能力強化

はもちろん、事務所と本部を結ぶ情報

通信網の整備（JICA-WAN）、国際協

力専門員など専門スタッフの配置、現

地スタッフの強化、経理・調達面で事

業を支援する人員の増強など、在外

事務所の基盤を総合的に整備するこ

とが必要です。さらに、在外事務所を

支援する本部の体制強化も不可欠で

す。JICAでは、新しい事業運営スタ

イルにあわせ、組織体制の総合的な強

化を同時進行で進めています。

案件形成機能の強化に向けて
緒方理事長のイニシアティブのもと、

JICAが現在進める「現場主義」で、事

業の実施運営機能の強化と同じく重

視しているのが、案件形成（各国の援

助ニーズを具体的なJICAのプロジェ

クトに結びつけること）機能の強化で

す。先に述べた現場主義新体制に向

けた取り組みは、これについても大き

なプラスの効果を与えるものと考えて

います。

従来、体制の不十分な多くの在外事

務所では、あらたな援助ニーズの把握

に関して本部に依存することが多く、

適切かつ迅速に対応できないケースが

散見していました。しかし、現場主義新

体制下の在外事務所では、相手国政

府や現場関係者とのコミュニケーショ

ンを密にして情報ギャップを埋め、その

うえで「本部からの支援を受けながら、

主体的に開発課題を分析する」という

活動を拡大していきます。これにより、

事業の実施から生まれるアイデアや知

見を、現地ODAタスクフォース＊７をは

じめとした案件形成上のさまざまな機

会に、積極的にフィードバックすること

が期待されています。さらに、新規案

件を検討する要望調査の際に、在外

事務所の意向や知見が最大限生かさ

れるようにJICA内部の制度を改善し

ており、現場の情報が本部の戦略や

知見と相まって、より適切な援助事業

の創出に向けて前進できるものと考え

ています。

事実、2004年度秋以降の「在外主

管」の試行期間には、プラス面として、

「相手国政府とのコミュニケーションが

密になり、適切かつ迅速な対応が可能

になった」という事務所の報告や、「案

件形成能力が向上した」という関係者

からの声が上がっています。また、カ

ウンターパートをはじめとした現地の関

係者からも「事業運営が改善された」

と評価する声があります。スマトラ沖

大地震・インド洋津波災害に対し、緊

急援助とそれに続くすばやい復旧・復

興支援ができたのも、各事務所で「在

外主管」に向けての下地づくりが進ん

でいたからこそでもあります。

他方、マイナス面として、「事務所の

体制整備と業務量増加のアンバラン

スが生じ、事務所員が忙しさのため現

場に足を運ぶ機会が減っている」とい

う声も一部で報告されています。今後

は、在外事務所の体制整備を推進し

つつ、本部・国内を含めた組織全体の

能力をいっそう強化して、より質の高

い案件を形成できるようにしていきた

いと考えています。

最後に、2003年８月に改定された

ODA大綱＊８では、「政策の決定過程・

実施における現地機能の強化」がうた

われており、

・在外公館や実施機関現地事務所な

どが一体となって、政策の決定過程で

主導的な役割を果たすよう、その機能

を強化すること

・現地を中心として、開発途上国の開

発政策や援助需要を総合的かつ的確

に把握するよう努めること

などが求められています。ここで紹介

したJICAの取り組みは、こうした現地

機能の強化に大きく貢献するものであ

り、その成果はJICAが担う事業の効

率化と質の向上にとどまらず、日本の

ODA全体の質の向上にも及ぶもので

す。JICAでは、こうした認識のもと、

今後も「在外主管」の推進に鋭意取り

組んでいきたいと考えています。

＊７ ODAタスクフォース：ODA大綱にある「現地の機
能強化」の一環として、2003年度に立ち上げら
れた現地ODA作業部会。経済協力担当現地日
本大使館員、JICA、JBIC（国際協力銀行）の現
地事務所員を中心に、必要に応じてJICA専門家
やJETRO（日本貿易振興機構）、国際交流基金
などの現地事務所も参加する。

＊８ ODA大綱：日本のODAの理念や原則などを明確
にするために策定されたODA政策の基本文書。

援助フロンティアへの取り組み

中華人民共和国事務所で、新規案件の要請背景調
査を行う事務所員。同事務所は、先行試行事務所の
１つとして、在外主管の推進に取り組んできた

JICAでは、「人間の安全保障」とい

う新しい視点をふまえながら、自らの

援助事業のフロンティア拡大に取り組

んでいます。たとえば、事業の分野で

いえば、平和構築、復興支援や市民

参加協力の促進があり、地理的にい

えば、アジアへの支援を確保しながら

行うアフリカへの支援増大や、バルカ

ンや中東などの紛争地域への対応が

あります。これらのフロンティア拡大を

実現するためにも、JICAでは「現場主

義」を掲げて在外事務所の機能を強化
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し、事務所が主導的に事業を行う体

制を整備しています。

現地の状況をふまえた平和
構築支援 ……………………
平和構築支援では、現地の置かれ

た状況（local context）をふまえ、迅

速かつきめ細かく対応することが求め

られています。

チャド
本部、管轄事務所の協力による迅速

な支援の実現

スーダンのダルフール地方では、反

政府勢力と政府系アラブ民兵の紛争

や住民の虐待によって、2003年夏以降

に約20万人の難民がチャド東部に流

入しました。2004年はじめから、国連

難民高等弁務官（UNHCR）などの国

際機関が難民キャンプ十数カ所を設置

し、難民の受入れにあたってきました。

しかし、同地域は半乾燥地でもともと

自然資源の乏しい土地であり、本来の

住民の人口の数倍にあたる難民が流

入したことにより、周辺村落の住民は

「燃料としての樹木の枯渇」「飲料水と

しての水の不足」「物価高騰」などと

いった影響をまともに受けています。

こうした状況に対し、JICAは2004

年９月にプロジェクト形成調査団を派

遣し、難民キャンプ周辺コミュニティ

の支援事業を開始しました。村落の給

水施設を整備して地域住民と難民の

間の緊張を緩和し、農村開発を進め

るなど、短期・中期のニーズに対応し

ていく計画です。

チャドにはJICAの事務所も日本大

使館もなく、さらに事業対象地域は首

都から900km離れています。しかし、

「事務所のあるなしにかかわらず、緊急

のニーズがあるところで事業を実施す

る」という「現場主義」の考え方に基づ

き、チャドを管轄するJICAフランス事

務所が中心となって迅速にフィールド

オフィスを立ち上げ、実施体制を整備

しました。

Case

難民キャンプ周辺住民の問題が顕

在化しつつあるさなかに本部からプロ

ジェクト形成調査団を派遣したこと、

その後、現地の状況に応じて、管轄事

務所がすばやく環境を整備したこと

で、タイムリーかつ迅速に事業を開始

することができました。

アフガニスタン
現地リソースを活用して効果的な支

援を実施

JICAがアフガニスタンで行っている

平和構築支援の１つに、教育分野で

の支援活動があります。アフガニスタ

ン政府からの要請に基づき、「実践的

な教師用指導書の作成」「教師用指導

書を活用した短期研修による現職教

員の指導力向上」「現職教員研修と教

員養成研修の改善に関する政策提言

の作成」を目標とした、教師教育強化

プロジェクトを計画しています。

プロジェクトの実施にあたっては、ア

フガニスタンの教師教育分野の援助

協調メカニズム＊9「TEP（Teacher

Education Program）」と連携するほ

か、教育省の実施体制の脆弱さを考

慮して、現地の人材や組織を最大限に

活用していく予定です。たとえば、指

導書の作成には、

新カリキュラムに

そった教科書を

作成したアフガニ

スタンの人材を

活用します。また、

教育省の体制を

補完するため、地

方での研修の実

Case

施・監理には、過去にアフガニスタン

国内で教育・教員養成関連の研修を

実施した経験をもつ現地NGOを活用

することも想定しています。

シエラレオネ
戦後復興から開発への移行期支援

1991年以降、内戦が断続的に続い

たシエラレオネですが、2001年５月に

停戦合意が設立しました。JICAは

2004年８月から９月にかけて、シエラレ

オネで平和構築・復興支援プロジェク

ト形成調査を実施するとともに、JICA

ガーナ事務所から企画調査員はじめ多

くの所員が出張し、内戦によって中断

していた支援を再開するための準備を

進めてきました。

これらを受けて、2005年１月には、

首都フリータウンにフィールドオフィス

を開設しました。開設後、「地方給水

計画」（無償資金協力）のフォローアッ

プ調査団が２月末に、また「カンビア

県：教育を通じた子どもの社会復帰支

援」プロジェクト形成調査団が３月に現

地入りしています。特に、後者では

「一気通貫型」と呼ばれる、プロジェク

ト形成から開発調査までの連続実施

を計画しています。

管轄事務所であるJICAガーナ事務

所は、シエラレオネ支援に積極的に取

り組んでいます。事務所が中心となっ

て、紛争再発予防の視点を組み入れ

た農業やインフラ分野の案件形成を

行うなど、現場主導による事業の企画

立案・実施が行われています。

＊9 援助協調メカニズム：最大限の援助効果をもた
らすことを目標に、援助国と援助機関がそれぞ
れの得意分野を生かして形成したプログラム。

Case

村落で既存の井戸を調査（チャド）

「
カ
ン
ビ
ア
県：
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育
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た
子
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社
会
復
帰

支
援
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
地
の
子
ど
も
た
ち（
シ
エ

ラ
レ
オ
ネ
）



16 JICA 2005

JICAは、2004年3月に発表した

「JICA改革プラン第一弾」のなかで、

改革の3つの柱として、「現場主義」「効

果・効率性、迅速性」とともに「人間の

安全保障」を掲げました。それ以降

JICAは、「現場主義」に立って、「人間

の安全保障」に資する事業を実施して

いますが、具体的には、右のような視

点をもった援助をめざしています。

いまJICAが「人間の安全保障」を掲

げる背景には、次のような状況があり

ます。

第一に、半世紀を迎えたODAの歴

史をふまえ、いま改めて「人間中心の援

助」をうたう必要が生じていることです。

これまで、ODAを含む開発援助は、途

上国の多様なニーズ、高度化するニー

ズに対してよりよく応えるために、さまざ

まな工夫を凝らしてきました。その結果、

事業実施に必要な知見の専門化や事

業形態ごとの役割分担の細分化がかな

り進んだため、ここで逆に課題に対して

総合的に取り組んでいくことの必要性が

改めて強調されるようになったのです。

第二に、冷戦構造の崩壊を契機とし

て、「開発」と「平和」に対する包括的な

取り組みがますます必要となってきてい

るという点です。貧困にあえぐ途上国の

人々の多くは、同時に、武力紛争がも

たらす影響を直接、あるいは間接に受

け、それによって生命、生活、尊厳が危

機にさらされています。『人間の安全保障

委員会報告書』（前出）のなかでも、紛

争は人間の安全保障に対して大きな脅

威になっていると報告されています。

第三に、「より困難な状況にある国や

地域」に対する取り組みを強化しなけれ

ばならないという認識です。かつて、これ

らの国や地域は、援助を吸収する力が

乏しく、効果的な援助の実施がむずか

しいという議論もありました。しかし、「よ

り困難な状況にある国や地域」の人々

が直面している問題の改善に取り組む

ことなくして、国際社会全体の平和と発

展はありえない、という共通認識が世界

的に形成されてきています。

「人間の安全保障」概念の導入

2「人間の安全保障」の進展
「人間の安全保障」とは、どのよう

な概念でしょうか。緒方貞子（現JICA

理事長）、アマルティア・セン（ケンブ

リッジ大学トリニティ・カレッジ学長）両

氏を共同議長とする「人間の安全保障

委員会」が作成した報告書＊1では、

「人間の安全保障」を「人間の生にとっ

てかけがえのない中枢部分を守り、す

べての人の自由と可能性を実現するこ

と」と説明しています。日本政府は、

2003年８月に閣議決定された新ODA

大綱で、この「人間の安全保障」の視

点を取り入れたODAの実施をうたい

ました。さらに、2005年２月に策定さ

れた新しいODA中期政策＊2では、「人

間の安全保障」を「一人一人の人間を

中心に据えて、脅威にさらされ得る、

あるいは現に脅威の下にある個人及

び地域社会の保護と能力強化を通じ、

各人が尊厳ある生命を全うできるよう

な社会づくりを目指す考え方である」

と定め、開発援助全体にわたってふま

えるべき視点として位置づけました。

視点① 人々を中心にすえた、人々に確実に届く援助

視点②
人々を援助の対象としてのみならず、将来の「開発の担い手」としてとらえ、その
ために人々の能力強化（エンパワーメント）を重視する援助

視点③
社会的に弱い立場にある人々、「生命」「生活」「人間の尊厳」が危機にさらされてい
る人々、あるいはその可能性の高い人々に確実に届くことを重視する援助

視点④ 「欠乏からの自由」と「恐怖からの自由」の双方を視野に入れた援助

視点⑤
人々の抱える問題を中心にすえ、問題の構造を分析したうえで、その問題解決の
ために、さまざまな専門的知見を組み合わせて総合的に取り組む援助

視点⑥
政府（中央政府と地方政府）のレベルと地域社会や人々のレベルの双方にアプロー
チし、相手国や地域社会の持続的発展に役立つ援助

視点⑦
途上国のさまざまなアクター（援助関係者：ボランティアを含む）、ほかの援助機
関、NGOなどとの連携を通じて、より大きなインパクトをめざす援助

「人間の安全保障」の実践
JICAの従来の活動にも、人間の安

全保障の視点が盛り込まれた事業は数

多くありました。しかし、今回、「人間の

安全保障」が政策的な枠組みとして形

成されたことを受け、今後は既存の事業

の活動内容をいま一度見直すとともに、

新しいプロジェクトを形成する際にも、

人々に届き、より大きなインパクト（波及

効果）を与える協力をめざしていきます。

以下に、人間の安全保障の視点を

反映した代表的なプロジェクトをいくつ

か紹介します。

バングラデシュ
砒素汚染対策プログラム

バングラデシュでは、全国に1000

万本あると推定される井戸のうち、約

３割が砒素に汚染されています。地質

Case

図表b 「人間の安全保障」7つの視点
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に由来する砒素溶出のメカニズムはい

まだ特定されていませんが、およそ

3000万人の人々が砒素に汚染された

水を飲用しているといわれており、そ

の対応は国家的急務となっています。

砒素中毒になると、皮膚の角化症や色

素異常、気管支炎などの症状がみられ

るようになり、最終的には皮膚ガン、

臓器ガンになる可能性もあります。

そうした状況下、2015年のミレニア

ム開発目標の達成に向け、バングラデ

シュ政府の対策に加え、国際機関、

各ドナー、NGOなどが、砒素に汚染

されていない代替水源を確保するため

の協力を推進しています。

JICAでは、日本国内での砒素被害

者への支援経験を生かして活動してい

るNGO「特定非営利法人アジア砒素

ネットワーク」と協力し、バングラデシュ

西部のジョソール県シャシャ郡を対象に

「井戸水のスクリーニング」「住民への

啓発活動」「患者の発見」「代替水源建

設」などを通して、砒素汚染に苦しむ村

落の人 を々直接支援してきました。

2005年からは、シャシャ郡での成果

を同県チョーガチャ郡にも拡大し、浅

井戸＊3の80%以上が汚染されている

村から優先して支援を拡大していく計

画です。特に、上記の活動に持続性

をもたせるよう、住民の能力開発に重

点を置き、中央政府地方事務所（公衆

衛生局、保健局）と地方行政機関の能

力向上にも取り組み、住民の視点に

立った総合的な砒素対策を実践して

います。同時に中央政府へ「砒素汚染

対策アドバイザー」を派遣したり、検査

体制を整備したりするなど、成果を

いっそう拡大し、定着させるための包

括的な支援を行っています。

ミャンマー
コーカン特別区麻薬対策・貧困削減

プロジェクト

中国との国境に位置するミャンマー

のコーカン特別区は、ミャンマー領内

でありながら中国元が流通する中国語

文化圏で、コーカン族を中心とする少

数民族が居住しています。この地域に

は100年以上前にケシ栽培が持ち込

まれ、「黄金の三角地帯の一角」として

その名を知られてきました。「急峻な地

形」「冷涼な気候」「やせた土壌」「水

源不足」などの環境条件から、ケシ以

外の農作物栽培には適しておらず、め

ぼしい産業もありません。1989年に和

平合意が締結されるまではコーカン特

別区の少数民族とミャンマー中央政府

が紛争状態にあったため、基礎的社会

基盤や、教育、保健医療などの行政

サービスも整備されませんでした。こう

した環境のもと、13万人の農民はケシ

栽培に従事することで生計を維持して

Case

「人間の安全保障」からみたポイント
＊生きるために欠かせない飲料水の汚染と
いう深刻な脅威を抱えた人々に対し、汚
染地域住民への直接的支援と、行政の能
力向上を組み合わせて支援している。
＊郡レベルでの成果を県レベルに拡大し、よ
り多くの人に支援が届くことをめざしている。

きましたが、2003年、特別区がケシ栽

培禁止を決定したため、農民はその収

入の70%を占めていたケシからの現金

収入を突如として失いました。急速に

悪化する経済状況のなかで、脆弱な農

民の生活は混乱状態にあります。2003

年には、深刻な食糧不足に加えて、

4000人以上のマラリア患者が発生し、

そのうち270人以上が死亡、小学校の

３分の１が閉校を余儀なくされたという

事態が生じており、「人間の安全保障」

がおびやかされている状況です。

このプロジェクトでは、突然貧困状

態に陥った農民を対象に、生存の危

機的状態から人々が抜け出すための

支援を、「農業」「保健医療」「生活改

善」「教育」などの側面から行っていま

す。特に初期段階では「種子・肥料の

配布」や「殺虫剤処理済みの蚊帳の配

布」といった農民の貧困緩和に直接役

立つ緊急支援に重点を置き、これと並

行して、中・長期的視点から「人材の

育成」や「生活向上」にも取り組んで

います。さらに、「麻薬」という国際問

題への取り組みの一環として、ケシ撲

滅後の地域開発のあり方を、かつては

敵対関係にあった中央政府と特別区

双方の信頼を醸成しながら、模索して

いきます。

アフガニスタン
女性の経済的エンパワーメント支援

プロジェクト

1996年にタリバンが政権を握って

以来、アフガニスタンの女性たちは、

教育や雇用の制限はもとより、外出の

自由・発言の自由が剥奪され、頭から

足までを覆う「ブルカ」着用が強要さ

れるなど、大きな制約を受けてきまし

た。現在でも、女性が男性と同様に

社会に出て就業することはむずかしく、

Case

「人間の安全保障」からみたポイント
＊ケシ栽培停止後の、人々の危機的状況に
対抗するための緊急支援である。
＊さまざまなセクターの活動を通じて、特別
区の抱える構造的な課題を、中央政府・
特別区双方を取り込みながら進めている。

各村落に設けられた砒素対策委員会で、行政、プロ
ジェクト、住民それぞれの役割を説明

プロジェクトから支給された種モミをもって村に帰る
コーカン族の少年
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内戦や紛争で配偶者を失った女性や

貧しい女性には、生計を立てる手段

がほとんどない状態が続いています。

カルザイ暫定政権の樹立後、女性

の権利を回復し、地位を向上させるた

めに、2001年に女性課題省が設置さ

れました。JICAは同省設立直後から、

職員と組織の能力強化支援、政策支

援などを行ってきましたが、2005年か

らは、地方の貧しい女性の経済的自

立に焦点を当てたプロジェクトを実施

しています。

このプロジェクトは、地方の女性の声

を、州女性局（女性課題省の出先機

関）を通じて本省に届け、それをもとにし

て女性課題省が女性たちのニーズに

あった政策・施策を他省庁や他機関に

提言できるようになることを目標としてい

ます。そのため、本省の経済政策立

案・実施能力強化に加え、バルフ州、

バーミアン州、カンダハル州を対象地域

として、州女性局や地元・海外のNGO

とともに、女性の経済的エンパワーメン

トをめざす小規模モデル事業を実施し

ます。このモデル事業のモニタリングプ

ロセスを通じて、州女性局が地域の女

性のニーズをより効果的にくみ取ること

ができるようにします。具体的には、「手

工芸や家庭菜園、家畜飼育、食品加

工などの技術研修」「識字教育を組み

合わせた多種職業訓練」「女性グルー

プの育成支援」「教育、保健、司法、

経済についての情報提供」など、多岐

にわたるモデル事業を実施します。

これらの小規模モデル開発事業を

通じて、州女性局が地方の女性の経

済活動に関する現状と課題を整理し、

そこから得た情報と教訓を本省やほか

の州女性局と共有できるように、ワー

クショップなども実施する予定です。

ボリビア
生命の水プロジェクト

ボリビアは、中南米諸国のなかで、

上下水道などの基礎インフラ整備が最

も立ち遅れている国です。特に農村

部の給水率は都市部の半分にすぎず、

10人に４人は安全な水が手に入らな

い状況に置かれています。衛生的な水

が利用できないことが水因性の病気の

蔓延や乳幼児の死亡につながり、

人々の健康に生きる権利が脅かされて

いる状況です。

Case

「人間の安全保障」からみたポイント
＊社会的に弱い立場にある地方の貧しい女
性に焦点を当て、NGOなどと連携しなが
ら、将来の「開発の担い手」となる女性た
ちに直接アプローチする。
＊女性のエンパワーメントにつながる政策が
実施できるよう、地方および中央政府の能
力強化をめざしている。

ボリビア政府では、これらの状況を

含め、困窮する人々への対応を緊急

課題として、人間の安全保障を基本概

念とした開発計画を策定しています。

1998年から日本の無償資金協力に

よって、チュキサカ県、サンタクルス

県、オルロ県、タリハ県の４県で、337

カ所に井戸が建設され、およそ26万

人の人々が安全な水を飲むことができ

るようになりました。しかし、住民が井

戸の適切な利用方法を理解していな

かったり、料金徴収制度を運営できな

かったりするため、建設された井戸の

維持管理面で、多くの困難に直面して

いることがわかってきました。

これに対しJICAは、水を必要とす

る人々に水が届くこと、水管理組織の

活動を人々の生計向上につなげること

をめざし、2003年から協力を始めまし

た。まず、12の村落で、地元のNGO

と協力して、「水管理委員会の組織づ

くり」「料金徴収制度の強化」「井戸オ

ペレーターの運営管理教育」「衛生的

な生活習慣の普及」に努めています。

また、水料金を無理なく支払えるよう、

「女性グループによるパン作り・販売」

や「家庭菜園の普及」など、村落の現

金収入向上に向けた取り組みも支援

しています。さらに、これら12村落の

ある地方自治体（市）や、井戸掘削・

村落開発を担当する県基礎サービス

局などに対して青年海外協力隊員８人

を派遣し、協力の進み具合や成果を

NGOや県と把握・議論しながら、村

落開発活動を展開しています。

こうした活動により、水管理に向け

た住民の組織化が進み、水料金徴収

の遅れが減るとともに、現金収入が増
バーミアンのNGOと話し合うJICA専門家（左）。果樹で有名な同州の特徴を生かし、ドライフルーツ作りがモデル事
業に選ばれた

ボリビア『生命の水プロジェクト報告書』。NGOと
JICAが共同で作成
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加したことで、「井戸ポンプの修理部品

を住民自らが購入し、簡単な故障であ

れば住民自身が修理できるようになっ

た」といった成果が出てきています。

2005年からは、12村落での経験を

モデルとして、他の村落への普及を進

める技術協力プロジェクトを行う計画

です。このプロジェクトでは、水分野

のインフラ整備を必要とする場合、各

村落が利用できる米州開発銀行＊4の

基金とも連携します。そして、自らの村

落を発展させるために、村落が自らの

力で問題を解決する方法を考え、実

現していく取り組みそのものを支援し

ていきます。

「人間の安全保障」からみたポイント
＊安全な水へのアクセス確保を出発点とし
て、住民が自ら力をつけ、コミュニティが自
立していくための取り組みを促している。
＊NGOやボランティアと連携しながら、コ
ミュニティレベルから政府レベルまで、関
係者を幅広く巻き込んで活動している。

＊1 『安全保障の今日的課題―人間の安全保障委員
会報告書』人間の安全保障委員会著、朝日新聞
社、2003年

＊2 ODA中期政策：日本のODAの中期的な方針、基
本的な考え方、重点課題などを明らかにしたも
の。ODA大綱をふまえて策定され、5年程度をめ
どに見直される。

＊3 浅井戸：深さ30m程度までの井戸で、堆積層の
上を流れる水を揚水する井戸。

＊4 米州開発銀行：中南米地域の開発途上国に融
資、技術援助を行う開発金融機関。

人間の安全保障フォトレポート・１ 撮影：吉田勝美

都市貧困地域の住民主体で進展
するプライマリー・ヘルスケア

ザンビアの首都ルサカ市とその周辺に
は、地方から流入する人々によって、行政
による都市計画が整備されてない地域に
約100万人が住む低所得者居住区が形成
されている。こうした地区では、行政によ
る給水施設建設や保健サービスの提供が
人口増加に追いつかず、また、住民自身も
保健に関する知識が乏しいため、栄養失調
や感染症にかかるケースが多い。
日本はまず、1994年から無償資金協力

で給水施設を建設。
その後、JICAが1997年から貧困者層

を対象に、コミュニティのなかでのプライ
マリー・ヘルスケア・モデルを作る「ルサカ
市プライマリー・ヘルスケアプロジェク
ト・フェーズ1」を実施した。その結果、予
防接種率の向上やコレラによる死亡者数が
激減するなど、多くの成果を上げた。
2002年からスタートした同プロジェクト
のフェーズ2では、コミュニティによるプ
ライマリー・ヘルスケア体制を、周辺の5
つの地区に広げている。

ザンビア給水・衛生改善支援プログラム

d
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cプライマリー・ヘルスケアプロジェクトでNGOと連携して住民のための公共
トイレを建設。使用時にわずかな料金を徴収して維持管理費にあてると同時
に、住民の「自分たちが管理する自分たちの施設」という意識を育てている

c月1回の子どもの健康診断。低体重の子どもの母親に、住民ボランティアが栄養指導を行っている
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人間の安全保障フォトレポート・2 撮影：吉田勝美

村落開発に難民も参加
コミュニティ全体でともに豊かに

ザンビア西部では、1960年代半ばから
続いた隣国アンゴラでの内戦を逃れた約
21万人の難民を受け入れている。しかし、
受入れ地域自体もザンビアで最も開発が遅
れた地域の1つであり、各国の支援が集中
する難民キャンプと受入れ地域との間で、
支援の格差に対する不公平感から摩擦も生
まれている。
このため、ザンビア政府は、UNHCR（国
連難民高等弁務官事務所）の支援のもとで、
参加型農村開発「ザンビア・イニシアティブ」
を開始した。長期居住や定住する難民を地
域社会に取り込み、コミュニティ全体の安
定と平和をはかっていこうというもので、
現在10の援助国・機関が支援を行ってい
る。JICAも2005年8月から技術協力プロ
ジェクトによってこの枠組みに参加する。
参加にあたっては、そのモデルとして、現在
ザンビアで実
施中の「孤立
地域参加型村
落開発計画」
と連携する予
定である。

ザンビア・イニシアティブ地域における農村開発

c日本は国連に設けた「人間の安全保障
案件基金」で難民居住地域と最寄りの町
を結ぶ幹線道路を補修した

c道路が整備されたことによって市場へのアクセ
スが可能になり、道路沿いの村では乾期の換金作
物栽培に取り組む住民もでてきた

c
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cザンビア・イニシアティブによって建設された難民居住地区の診療所
c村の学校。生徒も先生も、ザンビア・イニシアティブ支援国の1つ、デンマー
クが建設中の新校舎が完成する日を心待ちにしている
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この改革は、2006年４月から再編を

実施する第１段階と、別途検討委員会

を立ち上げるなどして2005年度中に具

体策を策定していく第２段階とに分けて

進めていく方針です。それぞれの段階

で実施する改革は、以下のとおりです。

第１段階：第１次中期計画期間中

①首都圏の３機関（JICA東京、JICA

八王子、JICA広尾）を再編

関東ブロックのうち、首都圏の国内

機関を200 6年４月に再編します。

JICA八王子の研修業務をJICA東京

に吸収し、JICA東京を首都圏の研修

事業の拠点として位置づけます。また、

JICA本部、JICA東京、JICA八王子

の市民参加協力業務（青年海外協力

隊などのボランティア事業や開発教育

支援事業）をJICA広尾に集約させると

ともに、開発問題に関心をもつ市民や

団体に対する総合サポートセンターと

位置づけます。JICA八王子は閉鎖し、

施設を第２次中期計画＊１期間中に処

分します。

②JICA中部建て替え計画の見直し

中部ブロックの拠点であるJICA中

部は築後34年を経過し、老朽化して

いるため、第１次中期計画期間中に建

て替える方向で検討しています。これ

についても、現在進めている改革に照

らして、合理的な内容になるよう調整

を進める予定です。

第2段階：第2次中期計画期間中

上記のほか、他の８ブロックでも、ブ

ロックごとに見直しを行うための検討

委員会を立ち上げ、2005年度中に具

体的な方策を決定する方針です。

＊1 国際協力機構中期計画：JICAが中期目標（提供
するサービスなど業務の質の向上、業務運営の
効率化など、業務運営に関する目標）を達成する
ための事業計画。中期目標の期間にあわせ、第
１次中期計画が2003年度～2006年度、第２次
中期計画が2007年度～となっている。

国内機関の再編

3 現場主義推進のための「国内事業改革」

市民参加の促進
JICAは、自らの中期計画に盛り込

んだ「市民参加協力事業の充実」を達

成するため、市民（青少年を含む）、

NGO、自治体、大学などをJICA事業

のパートナーとして位置づけ、連携を強

化して、その活動が開発途上国の現場

のニーズにこれまで以上に合致してい

くようにします。そのため、NGOなどが

参加しやすくなるよう種々の制度を改

善し、開発途上国の事情やNGO活動

についての情報提供と、グッド・プラク

ティス（成功モデル案件）などの知見の

還元に取り組み、開発途上国とNGO

との協働機能を強化していきます。

JICA改革プラン第二弾で示された

課題は次のとおりです。

参加の促進に向けて制度を改善

NGOが、草の根技術協力事業

（P.107参照）に加え、通常の技術協

力プロジェクトにも広く参加できるよ

う、NGOとJICAの共同調査を推進す

北海道ブロック�

東北ブロック�

関東ブロック�

中部ブロック�

北陸ブロック�

関西ブロック�

四国ブロック�

中国ブロック�

九州ブロック�

沖縄ブロック� 2005年度中に再編�
2006年度以降に見直し�

図表c 国内機関再編に向けてブロックごとに検討

JICAのテレビ会議システム（JICA-Net）を利用して、パ
キスタンの小学生と交流する子どもたち（北海道・西
美唄小学校）
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るなど、制度を改善させていきます。

参加メニューの多様化

さらに多くの市民が青年海外協力隊

やシニア海外ボランティアに参加しや

すくなるよう、派遣期間１年未満の短

期派遣を含め、参加メニューを多様化

していきます。

大学との連携拡大

JICAと大学との「連携協力協定」

の締結を戦略的に拡大し、地域の特

性も生かした効果的な協力を展開して

いきます。

開発教育支援強化

現場の情報と経験を活用した開発

教育支援を強化します。

窓口機能の充実

途上国の開発問題に関する情報に

対して、市民がよりアクセスしやすくな

るよう、国内機関の窓口機能を充実さ

せます。

JICA広尾の機能見直し

JICA広尾を、「JICAの情報発信拠

点」「NGOなどとの交流の拠点」として

整備します。あらたに想定される、お

もな機能は次のとおりです。

・開発問題に関心をもつ人の集まる広

場として「JICAプラザ」を設置

・開発教育支援

・短期派遣のボランティア（青年海外

協力隊、シニア海外ボランティア）の

訓練と研修

・帰国ボランティアの経験を社会に還

元するための活動支援

・関東圏の市民参加協力事業の実施

なお、現在実施中の市民参加協力

事業（草の根技術協力）には以下のよ

うなものがあります。

ネパール
公立小学校教育向上事業（実施団

体：社団法人セーブ・ザ・チルドレ

ン・ジャパン）

ネパール南部のダヌシャ郡とマホタ

リ郡で、地域の子どもの教育状況を

良好に保つ環境づくりを試みています。

この地域は国内でも貧しく、またヒン

ズー教の影響で女性蔑視の傾向が強

いため、特に女性の教育の機会が限

られています。

この活動では、政府が学校を個別

指導・監督する力が不十分なため、そ

れを補い、保護者や地域住民自身が

公立小学校を監督する力を高めると

いうアプローチをとりました。まず、保

護者や教師、村役場関係者などがつ

くる学校運営委員会を設立。この委

員会を活性化させ、「教師の監督」「不

登校児童の編入学のフォローアップ」

「保護者の啓発」「郡教育事務所との

連携」などを行っています。また、「校

舎の改修」「（教師が不足している場合

の）ボランティア教師募集」「教師教

育」「（教育を受けられなかった子どもた

ちへの）識字教育」「ブリッジコース＊1

設置」などにも取り組みました。

Case

今後は中央政府の教育省に配属さ

れているJICA専門家と連携して、ネ

パールの教育分野に対する援助の方向

性の検討作業に、この事業からのフィー

ドバックを反映させていく方針です。

フィリピン
アグロフォレストリーによる持続可能

なエコシステムの構築

（実施団体：特定非営利活動法人

IKGS緑化協会）

世界遺産の「イフガオの棚田」では、

住民自身が行う森林の伐採や焼き畑

により、棚田の上方にある森林が激減

したため、湧水が枯渇し、農業用・生

活用水が確保しづらくなってしまい、自

給自足用の米の生産はもとより、住民

の日常の暮らしにも支障をきたすよう

になっていました。

このプロジェクトでは、住民にとって

焼き畑に代わってあらたな収入源とな

る「アグロフォレストリー＊2」と、樹木

が失われた場所での「生活造林」の２

つを柱として、それぞれモデル農場と

モデル造林地を設けて事業を展開し

ています。こうして、地力を回復させ、

棚田を保全し、住民の生活を安定さ

せることをめざしています。

一方、「兵庫県内で棚田をテーマに

した国際交流イベントを開催する」「現

Case

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
対
象
校
の
子
ど
も
た
ち

アグロフォレストリーのモデル農場
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研修事業の改革 ……………
50年の歴史をもつ本邦研修事業（日

本国内で実施する研修）は、JICAの技

術協力のなかでも最も基本的な事業

の１つとして位置づけられます。

本邦研修の形態は、１カ国を対象と

する「国別研修」と、複数国を対象に

課題単位での研修を実施する「集団研

修」とに大別されます。国別研修は、

おもにプロジェクトのカウンターパート

や専門家のカウンターパートを対象と

しています。現在、プロジェクトに関し

ては、在外事務所への責任と権限の

委譲が進展していますが、2005年3月

に発表されたJICA改革プラン第二弾

では、この動きを研修事業の観点から

補完、強化するために、国別研修予

算をプロジェクトの本体予算に統合し

ました。これにより、プロジェクト目標

を効果的に達成するための「投入要素

（専門家、現地活動費、機材、研修な

ど）の最適な組み合わせ（ベストミック

ス）」のいっそうの推進をめざしてい

ます。

また、集団研修は、原則として１カ

国１人を対象として各国に参加者を募

るもので、オファー方式で提供されま

す。集団研修では、世界にアピールで

きる日本の優れた技術や知識・経験を

一流の講師陣が提供します。世界各

国の参加者がともに学ぶことで、各国

の試みと成果を共有でき、相互に刺

激しあい、それぞれの抱える課題をよ

り客観的に分析することが可能になり

ます。また、課題解決に向けて、さま

ざまな「気づき」の機会を得ることもで

きます。集団研修では、在外事務所

で個々の案件を形成する必要がなく、

また１カ国１人単位で参加できるため、

専門家の派遣やプロジェクトの実施が

むずかしい国や地域で、特に重要な協

力形態となっています。

集団研修の大幅な見直し

JICA改革プラン第二弾では、この

集団研修が開発途上国の課題解決に

さらに直接的な効果をもたらすよう、そ

の内容や実施方法を大幅に見直しま

す。具体的には、研修コース全体のラ

研修事業改革と国際協力総合研修所の機能強化

地事業にボランティアとして参加してい

る兵庫県出身の大学生が中心となっ

て、現地の学校向けの環境教育用の

絵本を制作し、環境の大切さを訴える」

「ウサギを飼育して住民の収入向上を

はかる」など、プロジェクトから派生した

複数の活動が展開されています。

スリランカ
絵本の導入によるスリランカの幼児

教育向上プロジェクト

（実施団体：スリランカの教育を支

援する会）

スリランカでは、保護者、地方政府

ともに幼児教育の必要性に対する認

識が低く、幼児教育をめぐる環境は

整っているとはいえません。

このプロジェクトでは、幼児教育の

Case

集団研修「火山学・砂防工学」に参加した元研修員向けのフォローアップセミナー（フィリピンで開催）。５カ国か
らの参加者は、ハザード・マップの作成・更新と関係機関による情報共有の重要性を確認、2005年１月の国連防
災世界会議に先駆けて「マニラ宣言」としてまとめた

質の向上をめざし、「保育者（保護者、

保育士、教師）が幼児教育の場で絵本

の果たす役割を理解し、読み聞かせ

の技術を身につける」、さらに「絵本か

ら遊具作りなどに発展させる力をつけ

る」ことを目標に事業を展開していま

す。現地では、実施団体から派遣され

たスタッフが、絵本の読み聞かせの

ワークショップを通じ、子どもに絵本

を見せるときのコツを指導したり、絵

本をもとに劇遊び用のお面を制作した

りといった実習を行い、多くの保育士

が参加しています。

＊1 ブリッジコース：学齢期を過ぎた子どもたちに、
年齢に応じた正規の学級に編入できるだけの学
力を身につけさせるコース。

＊2 アグロフォレストリー：多種多様な樹木を育て、そ
の間でさまざまな作物の栽培や畜産を行う農業の
方法。

完
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インナップを途上国の課題解決に直結

するように改めるとともに、各国の重点

開発課題やプログラムとの整合性がと

れた要請が行われるように、途上国に

対する要望調査の方法を改定します。

研修コース全体の見直しともに、

個々の研修コースの質を向上させ、よ

り高い付加価値をつけることにも取り

組んでいます。その一環として、研修

員のアクションプラン（自らの帰国後の

取り組み目標と行動計画などを、研修

員自身が取りまとめたもの）に対し、

JICAがフォローアップを通して実現を

支援していくといった取り組みも進め

ています。これらは、従来の「個人に

対して日本の技術を移転する（学び、

理解してもらう）」という発想に加え、

「組織・社会の問題を考え、解決して

いく」という発想をあわせて重視してい

こうとする取り組みです。

国際協力総合研修所のあら
たな位置づけと機能の拡充
1983年に設立された国際協力総合

研修所（国総研）では、これまで、援

助に従事する人材の養成と、開発援

助に関する調査研究を主体として

行ってきました。「在外主管」による事

業の強化をめざす一連のJICA改革の

なかで、国総研は事業を実施するうえ

で必要な「知識・スキルの向上」と「人

材の能力強化」を主導する、JICAの

「実践的シンクタンク」として位置づけ

られました。これを受けて、国総研で

は、今後、以下の３つのポイントをふ

まえた事業を展開し、JICAの「現場主

義」推進に貢献していきます。

実践経験の概念化、体系化と現場

へのフィードバック

現場主義を推進するには、まず現場

の実情をふまえた取り組みの「経験」

や「教訓」を共有することが重要です。

なぜなら、現場での実践経験や、そこ

から生まれる知見、問題意識から効

果的な援助活動は生まれるといえるか

らです。この観点から、国総研では、

「人間の安全保障」や「キャパシティ・

ディベロップメント」などの重要な概念

をふまえて、JICA事業の事例研究を

行います。現場の実践経験から得られ

た「知識」「スキル」「現場の問題意識」

を吸収し、これらを体系化して、ワーク

ショップやさまざまな研修を通じて

JICA内で共有します。こうして、より

多くのJICA関係者が研究成果を援助

の現場で活用できるようにします。

また、事業の経験を外国語訳する

ことにより、援助協調の現場にも発

信していきます。さらに、「国別分析」

「社会調査」「援助マネジメント」などに

関する、事業を横断する手法を整備

し、新しい開発課題、援助潮流なども

整理していきます。

マネジメント能力と課題対応能力

を向上させるための人材養成

「在外主管」で事業を進める際に

は、現場で事業に従事するJICA職員

をはじめ、援助を遂行する人材が高い

能力をもち、事業計画の策定や事業

実施を推進していくことが、成果達成

のための大きな要素となります。そこ

で、援助の対象となる国や地域を分

析し、取り組むべき課題を把握して、

効果的かつ効率のよい対応策を考え

る能力を習得できるよう、JICA内外の

知見を活用して「人材の能力開発プロ

グラム」を再編成していきます。また、

技術移転や案件の発掘・形成に直接

従事する専門家や、専門家をめざす若

手人材の能力向上にも、いままで以上

に力を入れていきます。

援助現場や事業実施部署との連携

強化

JICA図書館には、開発支援に関す

るあらゆる資料が保管されています。

これら現場に関する情報の蓄積と共

有化を進め、JICA事業に従事する援

助を遂行する人材が現場とつながっ

た情報を活用できるよう、環境整備を

進めています。また、国総研に所属す

る国際協力専門員を在外事務所や本

部課題部などに配置し、豊富な経験

と知見を活用したコンサルティング活

動を推進していきます。

「
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ODAとは？ …………………………………………………………

開発途上国の社会・経済の開発を支援するため、各

国の政府をはじめ、国際機関、NGO、民間企業など、

さまざまな機関や団体が経済協力を行っています（図

表1-１参照）。これらの経済協力のうち、各国政府が

開発途上国に提供する資金や技術を政府開発援助

（Official Development Assistance：ODA）といい

ます。

ODAは、その形態から、二国間贈与、二国間政

府貸付等、国際機関への出資・拠出（多国間援助）の

３つに分けられます。それぞれの概要は次のとおり

です。

二国間贈与 ……………………………………………………………

二国間贈与には、開発途上国に技術の移転を行う技

術協力と、返済義務を課さない資金を供与する無償資

金協力とがあります。

1. 技術協力

技術協力は、開発途上国の社会・経済の開発の担い

手となる人材を育成するため、日本の技術や技能、知

識を開発途上国に移転し、あるいは、その国の実情に

あった適切な技術などの開発や改良を支援するととも

に、技術水準の向上、制度や組織の確立や整備などに

寄与するものです。

具体的には、開発途上国の技術者や行政官に研修の

機会を提供する技術研修の実施、専門的な技術や知識

をもつ専門家やボランティアの派遣、都市や農業、運

輸など各種の開発計画の作成や資源の開発などを支援

する開発調査、災害時の被災者の救援や災害復旧の支

援などがあります。

2. 無償資金協力

無償資金協力は、学校、病院などの施設の建設、

教育訓練機材や医療機材など資機材の調達、災害の復

興などに必要な資金を供与するものです。

無償資金協力は、その形態から、①一般無償、②

水産無償、③文化無償（文化遺産無償を含む）、④緊

急無償（復興開発支援を含む）、⑤食糧援助（KR）、

⑥食糧増産援助（2KR）の６種類に分けられます。

JICAは、上記の①～⑥のなかで、①の一般無償のう

ち、一般プロジェクト無償および留学・研究支援無償、

②水産無償、③の文化無償のうち文化遺産無償、⑤食

糧援助、⑥食糧増産援助について、施設の建設や資機

材の調達に必要な基本設計を行う基本設計調査業務、

およびそれらの建設や調達を円滑に実施するための調

査、斡旋、連絡などの実施促進業務を担当しています。

二国間政府貸付等 ………………………………………………

二国間政府貸付等とは、開発に必要な資金を、長

期かつ低利の条件で貸し付けるものです。これは、①

開発途上国の政府または政府関係機関に直接貸し付け

る政府直接借款と、②開発途上国で事業を行う日本企

業、または現地企業に融資や出資を行う海外投融資に

分けられます。

政府直接借款は、一般的には円借款と呼ばれてお

り、これまでは、道路、ダム、通信施設、農業開発

などの経済インフラや社会インフラ整備のためのプロ

ジェクト借款が中心となっていましたが、近年は、国

際収支の改善のための商品借款（外貨不足の国に対し

て行う物資購入のための資金協力）や、教育などのソ

フト面の借款の比重が増えています。

第1章　日本のODAとJICA事業概況

日本のODAとJICA
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NGOと連携してアマゾン流域に点在する遠隔地コミュニティの保
健・医療サービス環境を改善するプロジェクトを実施（ブラジル）

チリの内陸乾燥地域で持続可能な営農技術の開発・普及に協力。地元の農家に
栽培カレンダーを配布する専門家

日本のODAの概要
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ODA予算の内訳 …………………………………………………

日本のODA関連の予算（一般会計）は、前記の形態

別に集計すると、その内訳は図表1-2のとおりとなり

ます。

これらの予算は、13省庁に計上されています（図表

1-3）。ODA予算の最大の実行機関は外務省で、この

なかには、JICAが担当する技術協力予算のほか、無

償資金協力関連予算、UNDPなどの国連関係諸機関

への拠出金などが含まれています。

経済産業省の予算には、関係団体を通じた研修員の

受入経費や、海外で行う各種の調査経費が含まれてお

り、調査経費の一部は、JICAが受託し、実施してい

ます。財務省は、国際協力銀行（JBIC）が担当する二

国間政府貸付関係、世界銀行など国際開発金融機関

への出資金などの予算を担当しています。

JICA以外のODA技術協力実施機関 ……………

日本政府の技術協力関連予算により事業を実施する

機関は、JICAのほか、独立行政法人国際交流基金

（JF）、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）、

（財）海外技術者研修協会（AOTS）、（財）海外貿易開

発協会（JODC）などがあります。

国際交流基金（JF）は、国際相互理解の増進と国際

友好親善の促進を目的として、1972年に設立された特

殊法人「国際交流基金」を前身とし、2003年10月から

独立行政法人としてあらたに発足しました。同基金の

事業予算の一部は、外務省担当の予算から交付されて

います。先進国向けの事業と開発途上国向けの事業双

方を実施しており、このうち開発途上国を対象とする

人物交流、日本語普及、日本文化紹介などの事業に、

主としてODA予算が使用されています。

日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿易振興

事業を総合的に実施する機関として、1958年に設立

された特殊法人「日本貿易振興会」を前身としていま

す。1960年代後半から、開発途上国からの輸入促進

に力を入れており、開発途上国の貿易政策担当者や、

ODAの予算と実施体制

政府開発援助�
（ODA）�

その他政府�
資金の流れ�
（OOF）�

民間資金の流れ�
（PF）�

NGOによる贈与�

経済協力�

二国間贈与�

二国間政府貸付等�

国際機関への出資・�
拠出など�

輸出信用�

直接投資金融など�

国際機関に対する融資など�

銀行貸付�

民間輸出信用�

直接投資�

開発途上国および�
国際機関の証券・債券の購入�

技術協力�

無償資金協力�

研修員受入�

専門家派遣�

機材供与�

技術協力プロジェクト�

開発調査�

青年海外協力隊派遣�

国際緊急援助�

その他�

経済開発などの援助�

食糧増産などの援助�

（一般無償、水産無償、�
緊急無償、文化無償）�

（食糧援助、食糧増産援助）�

図表1-1 経済協力と政府開発援助

国際機関への出資・拠出（多国間援助）…………

多国間援助は、国際機関に資金を出資または拠出す

ることで、間接的に援助を行うものです。

対象となる国際機関としては、国連開発計画

（UNDP）、国連人口基金（UNFPA）、国連児童基金

（UNICEF）などの国連関係の諸機関への拠出、世界

銀行、国際開発協会（IDA、第二世界銀行）、アジア

開発銀行（ADB）などの国際開発金融機関への出資が

あります。
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対日輸出を担当する民間企業の幹部などを日本へ受

け入れたり、経済改革促進支援や対日輸出促進、適

正技術普及のための専門家派遣などの事業を実施し

ています。1998年７月、JETROはアジア経済研究

所（IDE）と統合し、開発途上国の経済その他諸事情

についての基礎的、総合的調査研究もあわせて実施

するようになり、2003年10月に独立行政法人として

あらたに発足しました。

（財）海外技術者研修協会（AOTS）は、海外の民間

企業から研修員を受け入れる機関として、1959年に設

立された経済産業省所管の公益法人です。また、（財）

海外貿易開発協会（JODC）は、同じく経済産業省所管

の公益法人として、開発途上国地域の産業開発の促進

と日本の貿易振興をはかるため、1970年に設立された

71

37

118

923

395

500,065

（161,200）

219,912

44,274

10,473

5,479

33,602

1,072

445

57

32

110

957

391

488,063

（160,077）

204,101

43,809

10,006

5,246

32,118

926

383

▲18.8

▲12.1

▲7.0

3.6

▲0.9

▲2.4

（▲0.69）

▲7.2

▲1.1

▲4.5

▲4.2

▲4.4

▲13.6

▲13.9

内閣本府

警察庁

金融庁

総務省

法務省

外務省

（うちJICA）

財務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

6,303

5,279

1,667

154

40

300

3,118

（1,612）

1,023

709

315

1,866

1,866

6,118

5,173

1,765

0

20

300

3,087

（1,601）

945

668

277

1,744

1,744

▲2.9

▲2.0

5.9

皆減

▲50.0

0.0

▲1.0

（▲0.68）

▲7.6

▲5.7

▲11.8

▲6.5

▲6.5

Ⅰ贈与

1. 二国間贈与

（1）経済開発等援助

（2）食糧増産等援助

（3）貿易再保険特会繰入

（4）国際協力銀行交付金

（5）技術協力等

（うちJICA）

2. 国際機関への出資・拠出

（1）国連等諸機関

（2）国際開発金融機関

Ⅱ借款

国際協力銀行

Ⅲ　　計 8,169 7,862 ▲3.8

＊四捨五入の関係で、合計と細目の合計とが一致しないことがある。

＊四捨五入の関係で、合計と細目の合計とが一致しないことがある。

区　　分
予算額 予算額 伸び率

2004年度 2005年度

計 816,864 786,198 ▲3.8

区　　分
予算額 予算額 伸び率

2004年度 2005年度

日本のODA全体

日本の技術協力

JICAの
技術協力

技術協力全体に
占めるJICAの割合

2005年度
一般会計予算 経費実績

2004暦年実績

人数実績

研修員 専門家･調査団 協力隊 留学生

7,862億円
8,930百万ドル
（9,653億円）

3,087億円
2,899百万ドル
（3,134億円）

50,958人† 15,797人† 4,819人† 105,810人†

1,601億円
1,354百万ドル
（1,464億円）

51.8% 46.7%

17,782人 12,012人 3,848人 0人

＊東欧向け実績を含む。
＊JICAの技術協力実績には経済産業省などからの受託分による実績も含む。
＊2004年の日本の経費実績は暫定値。
＊人数実績は新規・継続の合計数。
†日本の技術協力の人数実績は2003年のもの。

図表1-2 政府全体のODA予算（一般会計）（単位：億円、%） 図表1-3 省庁別ODA予算（一般会計）（単位：百万円、%）

図表1-4 日本のODA予算とJICAの技術協力実績（DACベース）
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円ベース（億円） 構成比（%）ドルベース（百万ドル）

実 績 対前年比（%） 実 績 対前年比（%） ODA 二国間

O

D

A

二
　
国
　
間
　
O

D

A

贈
　
与

無償資金協力

（東欧および卒業国向け実績を除く）

援助形態

援助実績

技術協力

（東欧および卒業国向け実績を除く）

政府貸付等
（貸付実行額）
（回収額）
（東欧および卒業国向け実績を除く）

国際機関向け拠出・出資等

（EBRD向け拠出を除く）

名目GNI（速報値） （10億ドル、10億円）
対GNI比：% 東欧、卒業国およびEBRDを含む）

（東欧、卒業国およびEBRD向け実績を除く）

計

（東欧および卒業国向け実績を除く）

計

（東欧および卒業国向け実績を除く）

計（東欧、卒業国およびEBRDを含む）

（東欧、卒業国およびEBRD向け実績を除く）

4,325.93 

4,323.87 

154.6 

155.0 

4,676.33 

4,674.10 

137.5 

137.8 

48.4 

48.8 

73.2 

73.7 

2,898.99 

2,796.57 

1.9 

1.8 

3,133.81 

3,023.09 

-5.0 

-5.1 

32.5 

31.6 

49.1 

47.6 

7,224.92 

7,120.44 

59.0 

60.3 

7,810.13 

7,697.19 

48.3 

49.5 

80.9 

80.4 

122.3 

121.3 

-1,317.37 
（6,108.92）
（7,426.29）
-1,249.80 

-189.7 

（0.6）

（61.43）

-166.1 

-1,424.08 

（6,603.74）

（8,027.82）

-1,351.03 

-183.6 

（-6.1）

（50.6）

-161.6 

-14.8 

（68.4）

（83.2）

-14.1 

-22.3 

（103.4）

（125.7）

-21.3 

5,907.55 

5,870.64 

-1.8 

-7.3 

6,386.06 

6,346.17 

-8.4 

-13.6 

66.2 

66.3 

100.0 

100.0 

3,022.28 

2,988.36 

15.2 

17.4 

3,267.08 

3,230.42 

7.4 

9.5 

33.8 

33.7 

8,929.82 

8,859.01 

3.4 

-0.2 

9,653.14 

9,576.59 

-3.6 

-6.9 

100.0 

100.0 

4,759.02 
0.19 
0.19 

8.8 514,450.20 

0.19 

0.19 

1.4 

＊2004年DAC指定レート：1ドル＝108.1円（2003年比7円80銭の円高）
＊四捨五入の関係で、各形態の計が合計と一致しないことがある。
＊EBRD…欧州復興開発銀行。旧ソ連、東欧諸国の市場経済への移行を支援する。
＊卒業国で実績のある国・地域…ブルネイ、クウェート、カタール、シンガポール、アラブ首長国連邦、イスラエル、香港、キプロス、韓国、マカオ、リビア、マルタ、スベロ
ニアの13カ国・地域

もので、日本人の技術者や経営専門家の派遣などの事

業を行っています。

ODAにおけるJICAの役割………………………………

JICAは、日本政府による技術協力の中核的な役割

を果たしています。

2005年度の日本の技術協力予算は、3087億円とな

っており、ODA予算全体の39.3%を占めています（図

表1-4）。JICAは、このうち1601億円と、51.8%にあ

たる予算を担当しています。

JICA事業の特色は、「人」を通じた「顔の見える援

助」で、日本が強く求められている「人的な国際貢献」

を事業の中心にすえています。JICAは、2005年３月

末までに、技術協力専門家、調査団員、青年海外協

力隊員、シニア海外ボランティアなど、累計29万4987

人の要員を開発途上国に派遣し、また、累計31万

8788人に及ぶそれらの国々の技術者や行政官を、日本

や開発途上国、近隣の第三国などで実施される研修に

受け入れ、人材育成を支援しています。

JICAの事業は、国際協力銀行（JBIC）が実施する円

借款とも深い関係があります。JICAは、開発途上国

の国造りの基礎となる、各種の公共的な開発計画の推

進に必要な調査を行い、その結果を報告書として相手

国に提出しています。その報告書で提言された道路や

病院など公共施設の建設や整備、その他提言の一部

が、円借款を利用して実現しています。

また、JICAが実施している技術協力は、これまで

の「人造り」協力が主流を占めていましたが、近年は、

「政策・制度づくり」という開発途上国の基盤を強化

するための協力にも力を入れています。

JICAはこうした事業を、日本の国別援助方針に準

拠しつつ、それぞれの国の開発計画を重視して実施し

ています。このため、JICAでは、その国にどのよう

な援助が適切かを調査・研究する「国別援助研究」を進

めるとともに、さまざまな機会を通じて相手国政府関

係者との対話を深め、それぞれの国の実情に即した援

助となるよう配慮しています。

ODA大綱の見直し ……………………………………………

日本政府は、ODAの理念や原則を明確化すること

図表1-5 2004年（暦年）の日本のODA実績（援助形態別、暫定値）
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ODAの実績 …………………………………………………………

2004年の日本のODA実績は、総額で88億5900万

ドル（東欧、卒業国、EBRD［欧州復興開発銀行］向

け実績を除く）と、アメリカ合衆国に次ぎ世界第２位

の援助国となっています（図表1-6）。この額は、

DAC加盟22カ国の2004年のODA総額785億6900万

ドルの11.3%を占めています。一方、国民総所得

（GNI）に占めるODAの割合では、日本は0.19%で、

22カ国中第20位でした。

日本は、援助の質を示す指標のひとつと考えられて

いるグラント・エレメントと贈与比率が、依然として

DAC諸国のなかで低い水準にあり、その改善が期待

されています。JICAでは、日本がODAの贈与比率を

高めていくには、技術協力を主とする二国間贈与の拡

充を進めていくことが重要であると考えています。

日本のODAの実績

注：（1）国名の順位はODA総額の順。
（2）東欧および卒業国向けは含まない。
（3）2004年の数値は暫定値を使用。

出典：2005年DACプレスリリース、2004年DAC議長報告

（支出純額ベース、単位:百万ドル、%）

国　　　名
順位 実　績 シェア

（%）
対前年比
（%）

2003年

米 国

日 本

フ ラ ン ス

英 国

ド イ ツ

オ ラ ン ダ

ス ウ ェ ー デ ン

ス ペ イ ン

カ ナ ダ

イ タ リ ア

ノ ル ウ ェ ー

デ ン マ ー ク

オ ー ス ト ラ リ ア

ベ ル ギ ー

ス イ ス

ポ ル ト ガ ル

オ ー ス ト リ ア

フ ィ ン ラ ン ド

ア イ ル ラ ン ド

ギ リ シ ャ

ル ク セ ン ブ ル グ

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド

D A C 諸 国 計

16,320 

8,880 

7,253 

6,282 

6,784 

3,981 

2,400 

1,961 

2,031 

2,433 

2,042 

1,748 

1,219 

1,853 

1,299 

320 

505 

558 

504 

362 

194 

165 

69,094 

23.6 

12.9 

10.5 

9.1 

9.8 

5.8 

3.5 

2.8 

2.9 

3.5 

3.0 

2.5 

1.8 

2.7 

1.9 

0.5 

0.7 

0.8 

0.7 

0.5 

0.3 

0.2 

100.0 

22.8 

-4.3 

32.2 

27.6 

27.4 

19.3 

20.5 

14.5 

1.2 

4.3 

20.4 

6.4 

23.3 

72.9 

38.3 

-0.9 

-2.9 

20.8 

26.6 

31.2 

32.0 

35.2 

18.6 

1

2

3

5

4

6

8

11

10

7

9

13

15

12

14

20

17

16

18

19

21

22

順位 実　績 シェア
（%）

対前年比
（%）

2004年

18,999 

8,859 

8,475 

7,836 

7,497 

4,235 

2,704 

2,547 

2,537 

2,484 

2,200 

2,025 

1,465 

1,452 

1,379 

1,028 

691 

655 

586 

464 

241 

210 

78,569 

24.2 

11.3 

10.8 

10.0 

9.5 

5.4 

3.4 

3.2 

3.2 

3.2 

2.8 

2.6 

1.9 

1.8 

1.8 

1.3 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.3 

0.3 

100.0 

16.4 

-0.2 

16.8 

24.7 

10.5 

6.4 

12.7 

29.9 

24.9 

2.1 

7.7 

15.8 

20.2 

-21.6 

6.2 

221.3 

36.8 

17.4 

16.3 

28.2 

24.2 

27.3 

13.7 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

により、国内外の理解と支持を得、かつ、援助をいっ

そう効果的、効率的に実施していくため、1992年６

月30日、「政府開発援助大綱」（通称「ODA大綱」）を

閣議決定しました。

しかし、その後10年間のODAを取り巻く情勢の変

化により、ODA大綱の見直しが行われ、2003年８月

29日の閣議で正式に改定されました。

図表1-6 2003年、2004年のDAC諸国のODA実績
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2004年ODA実績………………………………………………

日本の2004年（暦年）におけるODA実績（東欧、卒

業国、EBRDを含む）は、総額89億2982万ドルです。

このうち技術協力は、28億9899万ドルと、日本の

ODA全体の32.5%を占め、また、この技術協力のう

ち、JICAの実績は13億5402万ドルと、技術協力全体

の46.7%を占めました。なお、対前年で比較した場合、

技術協力全体では1.9%増、うちJICA事業は4.2%増と

なっています。技術協力経費の内訳は、図表1-7のと

おりです。

2004年度のJICAの当初予算額は約1667億円で、対

前年度比は2.0%減です。内訳は、交付金が約1615億

円、受託費約52億円でした。1974年度以降のJICA予

算の推移は、図表1-8のとおりです。また、日本が実

施する無償資金協力の外務省予算1821億円のうち、

JICAが実施促進を担当した無償資金協力の供与額は

936億円（51.4%）でした。

地域別の事業実績構成比……………………………………

2004年度にJICAが実施した技術協力について、そ

の経費実績を地域別にみると、アジア地域が37.6%、

中東地域が8.7%、アフリカ地域が14.1%、北米・中南

米地域が14.8%、大洋州地域が3.0%、ヨーロッパ地域

が2.5%でした。地域別の構成と前年度との対比は、

図表1-9のとおりです。

分野別の事業実績構成比……………………………………

2004年度にJICAが実施した技術協力について、そ

の経費実績を分野別にみると、計画・行政が13.8%、

公共・公益事業が14.6%、農林水産業が13.3%、鉱工

業が4.6%、エネルギーが2.0%、商業・観光が2.0%、

人的資源が13.9%、保健・医療が9.9%、社会福祉が

2.1%などでした。

また、無償資金協力については、JICA担当分のう

ち、民生・環境が24.5%、運輸・通信が16.5%、保

健・医療が19.2%、農林水産業が18.1%、教育・研究

2004年度JICA事業概況

数字で見る
JICAの事業

ザンビアの農村で家畜を診療する協力隊員　撮影：吉田勝美

2004年 2003年項目 年（暦年）

J
I
C
A
技
術
協
力
経
費
内
訳

8,930 8,880政府開発援助

2,899（32.5%） 2,845（32.0%）技術協力経費（ODAに占める割合）

1,354（46.7%） 1,299（45.7%）うちJICA実績（技術協力経費に占める割合）

233 237研修員

327 315専門家

265 349調査団

133 132協力隊

98

229

100

100

機材供与

その他

69 66その他のボランティア

＊東欧向け、卒業国向けの援助実績を含む。
＊2004年の日本の実績は暫定値。1ドル＝108.1円（暫定）

図表1-7 日本のODA実績とJICA事業（単位：百万ドル）
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が18.3%などでした。

なお、分野別の構成と前年度との対比は、図表1-10

のとおりです。

形態別の人数実績と推移……………………………………

2004年度のJICA事業の人数実績を形態別にみると、

研修員受入（新規）が2万89人、専門家派遣（新規）が

4340人、調査団派遣（新規）が7548人、青年海外協力

隊派遣（新規）が1422人、その他ボランティア派遣（新

規）が457人でした。

1983年以降の形態別人数実績は、図表1-11のとおり

です。

事業別の経費実績構成比……………………………………

2004年度のJICA事業の経費実績を事業別にみると、

技術協力プロジェクト事業費が829億円と最大で、次

いで国民参加協力事業費、在外事務所関係費などでし

た（図表1-12）。

また、1954年度から2004年度までの累計の経費実

績は、図表1-13のとおりです。

図表1-8 JICA予算の推移

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1974 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

（億円）�

272 354 404 443

208

463 544 628 708 770 831 887 953 1,026 1,105 1,158 1,238 1,331 1,426 1,529 1,634 1,726 1,797 1,864 1,896 1,851

399
497

682
770

838

1,171

1,344

1,480
1,473 1,355

1,425
1,251

1,328

1,415

1,563

1,617
1,623

1,622
1,784

1,675

99 2000 01 02 03 04 05 （年度）�

1,855

1,617

1,874

1,553

1,871

1,517

JICA予算（交付金＋出資金＋受託費）�

無償資金協力のうちJICA実施促進担当額�

1,232

1,772

1,171

1,701

1,038

1,667

1,015

1,689

図表1-9 地域別経費実績構成比

大洋州　3.3％（46.04）�

2004年度　�
（実績：億円）�

�

2003年度　�

ヨーロッパ　2.7％（37.91）�

国際機関　0.2％（3.47）�

アジア�
43.0％�

（609.21）�

アフリカ�
14.0％�

（197.55）�

区分不能�
9.9％�

（139.82）�

中東�
9.9％�

（139.82）�

北米・中南米�
17.1％�

（241.93）�

大洋州　3.0％（45.56）�

ヨーロッパ　2.5％（37.06）�

国際機関　0.2％（2.63）�

アジア�
37.6％�

（566.67）�

アフリカ�
14.1％�

（212.03）�

区分不能�
19.1％�

（286.85）�

中東�
8.7％�

（131.74）�

北米・中南米�
14.8％�

（223.17）�

技術協力�
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図表1-10 分野別経費実績構成比

（注）1）2003、2004年度のJICA担当分（一般無償のうち一般プロジェクト、水産無償、食糧援助、食糧増産援助）の供与
実績額

2）JICAは本実績の無償援助の基本設計調査業務と実施促進業務を担当。

社会福祉　1.5％（20.57）�

商業・観光　2.1％（30.08）�

エネルギー　2.6％（36.74）�
鉱工業　5.5％（78.10）�

2004年度　�
（実績：億円）�

�

2004年度　�
（実績：億円）�

�

2003年度　�

2003年度　�

技術協力�

無償資金協力�

計画・行政�
14.0％�

（198.08）�

公共・公益事業�
16.7％�

（235.95）�

農林水産業�
16.1％�

（228.14）�

人的資源�
15.5％�

（220.10）�

保健・医療�
10.9％�

（154.61）�

その他�
15.1％�

（213.38）�

社会福祉　2.1％（31.93）�

商業・観光　2.0％（30.72）�

エネルギー　2.0％（30.20）�
鉱工業　4.6％（68.76）�

計画・行政�
13.8％�

（207.21）�

公共・公益事業�
14.6％�

（219.95）�

農林水産業�
13.3％�

（200.36）�

人的資源�
13.9％�

（208.81）�

保健・医療�
9.9％�

（148.34）�

その他�
23.9％�

（359.44）�

農林水産業�
17.8％�

（165.45）�

保健・医療�
16.4％�

（152.05）�

民生・環境�
19.6％�

（181.96）�

教育・研究�
17.4％�

（161.71）�

運輸・通信�
22.7％�

（210.84）�

その他　6.2％（57.75）�

農林水産業�
18.1％�

（169.39）�

保健・医療�
19.2％�

（179.65）�

民生・環境�
24.5％�

（229.02）�

教育・研究�
18.3％�

（170.90）�

運輸・通信�
16.5％�

（154.82）�

その他　3.4％（31.76）�

図表1-11 形態別人数実績の推移

*1…1954～2004年度累計　　*2…1957～2004年度累計　　*3…1955～2004年度累計
*4…1965～2004年度累計　　*5…1952～1995年度累計　　
*6…1999～2004年度累計（内訳は、シニア海外ボランティア、日系社会シニア・ボランティア、国連ボランティア、日系社会青年ボランティア。これらは
1998年度までは、他の形態の実績として集計されている）

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

（人）�

1998 1999 2000 20022001 2003 2004
（年度）�

0

2000

4000

6000

8000

10000

20000

移住者（73,437）*5

青年海外協力隊（26,951）*4
その他�
ボランティア（2,441）*6

専門家（72,265）*3

調査団（190,384）*2

研修員（318,788）*1

17,513

9,428

3,381

1,370

276

21,024

19,683

16,277

20,089

7,753 7,548

9,391

8,505

3,233
2,802 2,946

4,340

1,310 1,422

539 457

1,137 1,234

438 529
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図表1-12 2004年度事業別経費実績と構成比

図表1-13 事業別経費累計実績と構成比

（注）1 ）技術研修員受入事業費には、青年招へい受入の経費を含む。
2 ）技術協力プロジェクト事業費には、従来の技術協力専門家の派遣、技術協力機材の
供与、フォローアップの実施および在外研修の実施（1999年度から）に必要な経費
を含む。

3 ）累計総額と（事業費＋委託費）の差は、理科教育海外協力費（1975年度廃止）の額。

2004年度総額 100％（150,570,697）�

事業費� 委託費�

事業評価費�
0.4％（675,418）�

事業附帯関係費�
4.9％（7,329,199）�

国内機関関係費�
2.7％（4,125,410）�

在外事務所関係費�
6.1％（9,212,051）�
海外開発計画調査事業費�
2.0％（3,023,222）�

資源開発協力基礎調査事業費�
0.3％（446,583）�

海外農林業開発協力問題調査事業費�
0.1％（152,626）�

有償技術協力事業費�
0.0％（974）�

国民参加協力事業費�
17.1％�

（25,806,267）�

技術協力プロジェクト事業費�
55.1％�

（82,948,341）�

国・課題別事業計画費�
4.1％（6,243,387）�
災害援助等協力事業費�
1.0％（1,559,131）�
海外移住事業費�
0.4％（560,711）�
無償資金協力事業費�
3.2％（4,860,207）�
人材養成確保事業費�
2.4％（3,627,170）�

1954～2004年度累計総額 100％（3,102,665,666）�

事業費� 委託費�

技術協力機材供与事業費�
1.3%（39,578,676）�

技術協力専門家等福利厚生事業費�
0.8%（23,753,471）�

人材養成確保事業費�
1.9%（57,654,698）�

青年海外協力隊�
派遣事業費�
11.0%�

（340,561,105）�

プロジェクト方式技術協力事業費�
21.5%�

（667,068,474）�

開発調査事業費�
15.9%�

（494,053,745）�

技術協力専門家派遣事業費�
8.8%（274,024,178）�

開発協力事業費�
0.6%（18,752,729）�

無償資金協力事業費�
3.1%（96,300,179）�

海外移住事業費�
1.5%（45,526,648）�

青年招へい事業費�
0.9%（27,702,924）�
災害援助等協力事業費�
0.5%（14,399,242）�
国・課題別事業計画費�

1.5%（46,974,990）�
フォローアップ事業費�
0.0%（1,159,143）�

技術協力プロジェクト事業費�
7.7%（240,396,321）�

国民参加協力事業費�
0.9%（28,855,461）�

事業評価費�
0.0%（675,418）�
有償技術協力事業費�

0.0%（974）�
事業附帯関係費�

0.2%（7,329,199）�
国内機関関係費�

0.1%（4,125,410）�
在外事務所関係費�

0.3%（9,212,051）�
理科教育海外協力費�
0.0%（295,798）�

海外開発計画調査事業費�
3.9%（121,696,732）�

資源開発協力基礎調査事業費�
2.2%（67,857,614）�

海外農林業開発協力問題調査事業費�
0.0%（644,831）�

技術研修員�
受入事業費�
15.3%�

（474,065,655）�

（単位：千円）

（単位：千円）
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